
三宅町ふるさと納税推進事業実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、町に対するふるさと納税の促進と町内産業や農業の活性化に寄与することを目的

として実施される、三宅町ふるさと納税推進事業（以下「事業」という。）における町内協力企業の

取り扱い等について必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 企業 ふるさと納税の促進と町の魅力や地元特産品等のＰＲを目的に、町へふるさと納税をさ

れた町内外の方へ記念品を提供する事業者や認定農業者をいう。

（２） 寄附者 ふるさと三宅まちづくり応援寄附金要綱第４条に基づく寄附を行った個人をいう。

（記念品の贈呈等）

第３条 ふるさと三宅まちづくり応援寄附金要綱第６条１項に規定する記念品の贈呈は、町が記念品を

寄附者に送付することにより行うものとする。ただし、企業が直接寄附者へ送付したほうが良いと認

められる場合はこの限りでない。

２ 町長は、前項の規定により寄附者へ記念品を送付した企業に対し、商品代と梱包代に要する費用の

一部として、別表に掲げる額の負担金を支払うものとする。また、前項ただし書の場合は送料分も

町が負担することとする。

３ 企業は、町に対し記念品を持参又は送付し、その旨を町長に報告するとともに、負担金請求内訳書

（様式第６号）を提出し負担金を請求するものとする。

（企業の承認等）

第４条 次のいずれかに該当する者で、贈呈を行う企業として事業への参加を希望するものは、贈呈の

対象となる商品（以下｢対象商品｣という。）とともに町長の承認を受けなければならない。

（１）三宅町内に本店若しくは主たる事業拠点を有する者

（２）三宅町内に工場等を有し、当該町内工場等で生産した商品を対象商品とする者

（３）三宅町産の農産物を原料とし、食品等を制作している者

２ 前項の規定による承認（以下｢参加承認」という。）の申請は、三宅町ふるさと納税推進事業参加申

請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければなら

ない。ただし、町長が提出の必要がないと認めた書類は、その添付を省略することができる。記念

品の申請数の上限については、別表に掲げる品数以内とする。

（１）対象商品の紹介文書及び写真

（２）その他町長が必要と認める書類

３ 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を精査し、事業に参加す

る企業等及び対象商品として適当であると認めたときは、三宅町ふるさと納税推進事業参加承認書

（様式第２号）を当該申請書の提出を行った企業に通知するものとする。

（内容変更の承認等）

第５条 企業は、参加承認を受けた対象商品について、その内容を変更しようとするときは、町長の承

認を受けなければならない。



２ 前項の規定による承認（以下｢変更承認｣という。）の申請は、三宅町ふるさと納税推進事業内容変

更申請書（様式第３号。以下「内容変更申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて行わなけれ

ばならない。

（１）変更しようとする対象商品の紹介文書及び写真

（２）その他町長が必要と認める書類

３ 町長は、前項の規定による内容変更申請書の提出があった場合において、その内容を精査し、変更

しようとする理由が適切で、かつ、対象商品として適当であると認めたときは、三宅町ふるさと納

税推進事業内容変更承認書（様式第４号）を当該内容変更申請書の提出を行った企業に通知するも

のとする。

（事業参加の辞退）

第６条 企業は、事業への参加を辞退しようとするときは、速やかに、三宅町ふるさと納税推進事業参

加辞退届出書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。

（参加承認又は変更承認の取消し）

第７条 町長は、企業または記念品が事業にふさわしくないと認められる場合は、参加承認又は変更承

認を取り消すことができるものとする。

（細則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は平成３０年４月１日より施行する。

附 則

この要綱は令和元年１０月１日より施行する。



（別表）記念品の区分等について

記念品区分 負担金額 申請上限

記念品Ａ 4,200 円以下 ６品以内

記念品Ｂ 12,300 円以下 ６品以内

記念品Ｃ 25,500 円以下 ６品以内

記念品Ｄ 51,000 円以下 ６品以内

記念品Ｅ 2,100 円以下 ６品以内


